
 個人の方が義援金等を支出した場合には、翌年に確定申告を行うことで、

所得税が還付される場合があります。 

 毎年、確定申告期には多くの方が申告会場に来られ大変混雑いたします。 

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、税務

署に出向くことなく申告書を作成することができます。 

ぜひご利用ください！ 

～寄附金・義援金を支払った方へ～～寄附金・義援金を支払った方へ～～寄附金・義援金を支払った方へ～   

所得税が軽減される場合があります。所得税が軽減される場合があります。所得税が軽減される場合があります。   

裏面もご覧ください。 

ｗｗｗ.ｎｔａ.ｇｏ.jp 



確定申告書の作成は、 

「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください！ 

 

 

（例）給与１か所（年末調整済）の方の場合 

①源泉徴収票の内容を入力します。 

③領収書などから寄附金の内容を入力

します。 

②クリック 

④住民税についても寄附金の内容を入

力します。 

⑤画面に従って、住所・氏名等を入力してください。 

国税庁ホームページ 

「確定申告書等作成コーナー」 

で作成すると・・・ 

これで出来上がり！ 
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